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		より良い方へ、
寄り添う「法」で
使命とします。

		― 法律をもっと身近に、あなたのそばに ―
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				“法のコンビニ”というスタンス

				あらゆるリーガルサービスを取り揃え、

				顧客ごとの多様なニーズにマッチする
法的解決を目指します。
				

				金森総合法律事務所は、法人・個人を問わず、

				様々なお客様の法的局面でのお手伝いをしてまいりました。特定の業務に絞ることなく、

				総合法律事務所として“法のコンビニ”を目標に多岐にわたるリーガルサービスを提供。

				今後もお客様には法律を身近に感じていただき、法的解決の先の、

				より良い未来へとつながるプラスアルファの提案を行ってまいります。
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						顧問業務や債権回収等を中心とした

						「一般企業法務」のほか、

						「Ｍ＆Ａ・企業再編」「不動産売買・賃貸」「労働事件」など
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						離婚・相続・契約・金銭トラブルなどの「一般民事」や

						「不動産売買・賃貸」、「刑事事件」など
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								INFORMATION
								
									2024年4月8日
																	

								
									費用収益対応原則の範囲
								

							

						
						
	
												
							

														
							
								INFORMATION
								
									2024年4月8日
																	

								
									課税処分における事実認定
								

							

						
						
	
												
							

														
							
								INFORMATION
								
									2024年4月4日
																	

								
									トラブル時こそ課税関係が重要
								

							

						
						
	
												
							

														
							
								INFORMATION
								
									2024年4月2日
																										

								
									民法の知識が税務に与える影響
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			メールでは24時間、お電話では平日9時～17時半まで受け付けております。お気軽にご相談ください。

				メールフォーム
	052-526-7555
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	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目17−13
名興中駒ビル513号室
	TEL：052-526-7555  FAX：052-526-7556
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